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子的な帳簿に発生登録を行うことに

より「電子登録債権」が発生します。

②債権を譲渡する場合には、譲渡

登録を行うことにより権利が移転

します。この際、債権を分割して

一部のみ譲渡することも可能です。

③最終的に支払いがなされれば電

子登録債権は消滅し、④支払等登

録によってその事実が記録されます

（図表）。

電子登録債権は指名債権や手

形など既存の制度と並立するオプ

ショナルな制度であり、新たに電子

登録債権を採用するかどうかは当事

者が自由に決定できます。

Q:どのような活用が見込まれま
すか

A:債権譲渡の安定性が向上するこ

となどから、（1）一括決済方式、（2）手

形に代わる決済手段、（3）融資の

電子化（手形貸付に代わる利用方

法）、（4）債権流動化、などの場面

で活用されると考えられます。多様

な主体にとって簡素で利用しやすい

柔軟な制度とすることで、将来の新

Q:電子登録債権とは何ですか
A:売掛金や手形とは異なる新しい

類型の金銭債権で、電子的な手段

によって商取引などに伴う権利の発

生や譲渡の手続きが処理されます。

「手形をペーパーレス化した」イメー

ジに近いでしょう。

現在、法務省、経済産業省、金

融庁で検討が進められており、順調

に進めば来年の通常国会に関連の

法案が提出される見込みです。

Q:電子登録債権が検討されるこ
とになった背景は何ですか

A:中堅・中小企業の資金調達手段

を多様化するためには、企業間の

商取引によって発生する売掛債権

（売掛金、手形）を活用しやすくする

ことが有効と考えられています。

売掛金など通常の債権（指名債

権）には、譲渡対象とされた債権が

実際には存在しないものであった

り、二重に譲渡されたりするリスク

があるため、譲り受けの際に債権が

本当に存在するのか、あるいは既に

誰かが債権譲渡を受けていないか

確認する必要があります。手形を利

用する場合にも、印紙税や運搬・

保管のためのコストがかかるほか、

盗難や紛失のリスクが伴います。

電子登録債権の検討には、こう

した既存の債権の欠点を克服する

ことで、取引の安全を確保しつつ、

債権の流動性を高めようとする狙い

があるのです。

Q:具体的な仕組みを教えてくだ
さい

A:①商取引を行うなどして債権が発

生した場合に、管理機関にある電

しいビジネスモデルの展開や技術革

新への対応も期待できるでしょう。

Q:普及に向けた課題は何ですか
A:電子登録債権が広く利用される

には、安心して制度を利用できるよ

うにすることが必要です。そのため

には、登録データの改ざんなどに備

えた情報セキュリティの確保はもち

ろん、利用者が不測の損害を被る

ことのないよう利用者保護の枠組

みを設けることも検討に値するでし

ょう。

同時に、利用者の負担を抑える

ためインフラコストを低くすることも

重要です。規制が過度にならないよ

う注意するとともに、制度参加者の

創意工夫を促す余地のある枠組み

とすることが望まれます。A

（注）本制度は現在検討中であり、電子登

録債権、管理機関の用語は仮称です。
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